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ＰＦＯＳ含有水成膜泡消火薬剤等の可能な限りの使用抑制等について（要請） 

 

 
平成 28 年 1 月 21 日付で沖縄県企業局から要請を受けました嘉手納飛行場における有機

フ ッ素化合物（ＰＦＯＳ）の使用状況等に係る質問に関しては、貴官に真摯に対応いた

だい た結果、平成 28 年 2 月 17 日付け回答を賜わり感謝申し上げます｡ 

 
 

米側は、ＰＦＯＳを含有する泡消火薬剤について、その交換等の措置を鋭意講じている 

ことについて、当局として理解しました。また、ＰＦＯＳを含有する泡消火薬剤等の使用 

については、日本の国内法令においても、当分の間、技術上の基準（訓練等で放出した泡 

消火薬剤等の回収など）に従い認められているものと承知しています。 

他方で、米側回答を 2月 18 日に当局から沖縄県企業局に手交した際、企業局から、「本

件 は、沖縄県民が日常的に口にする水の安全に係る問題であり、米側によるＰＦＯＳ含

有泡 消火薬剤の使用や保管に関し懸念を払拭できない」旨の発言がありました。 

ついては、当局としては、沖縄県が引き続きかかる懸念を持っていることを踏まえ、貴 

軍に対し、ＰＦＯＳ含有の可能性のある物質が漏出した場合の封じ込めの措置等の対策に 

一層万全を期すよう要請するとともに、ＰＦＯＳを含有する泡消火薬剤の使用の可能な限 

りの抑制と、ＰＦＯＳを含まない製品への早期の交換について一層の配慮をお願い致しま 

す｡ 

 
 

貴殿の本件に係る協力に感謝いたしますとともに引き続き調整をお願いします｡ 


